
 

第２次久喜市健康増進・食育推進計画（案）に対する

意見募集の実施結果及び市の考え方について(案) 

 

 

意見提出期間 平成２９年１月１８日～平成２９年２月１６日 

意見件数 １０人 １５件 

 

○提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等 

番

号 
意見の概要 市の考え方 

条例案（計画案） 

への反映 

１ Ｐ２ 

健康の定義とＱＯＬの定義は違って

いるもので、ＱＯＬ視点を見直して

はどうか。福祉では健康≠ＱＯＬと

認識されている。 

ＱＯＬ(生活の質)については、Ｑ

ＯＬを高めるための要素の１つに

健康があるという考え方を述べて

います。 

 

原案どおり 

 

２ 計画全体について 

中学校までの学齢期では健康増進や

食育について指導・教育ができるが、

高等学校以降については指導や教育

が徹底される可能性は皆無になる。

高等学校以後の指導・教育を再検討

すべきである。 

 

 

高等学校以降の方に健康づくりや

食育に関心を持って取り組んでい

ただくために、どのように取り組

むかは重要なことと考えており、

青年世代、壮年世代の取り組みと

して検討しています。 

Ｐ３７の行政ができることの取り

組み例では幅広い世代のスポー

ツ・レクリエーション活動への参

加機会の充実を図ることをあげ、

食育についてはＰ７８で若い世代

を中心とした食育の推進を特化し

ており、Ｐ８１の行政ができるこ

との取り組み例では、インターネ

ットやＳＮＳなど若い世代のニー

ズに合った方法を活用することを

あげています。 

原案どおり 

３ Ｐ４ 

健康日本２１や健康埼玉２１を基調

とする思考には限界がある。脱「健

康日本２１」「健康埼玉２１」を目指

すべきである。 

 

 

健康増進計画は健康増進法に基づ

いて策定している計画であること

から、国や県の健康増進に関する

計画である「健康日本２１」「健康

埼玉２１」との整合を図りながら、

久喜市の現状を踏まえた計画とし

ます。 

 

原案どおり 

資料１ 

H29.3.1健康づくり推進会議・食育推進会議 



４ Ｐ９２ 

庁内連絡会議と市民参加思考との矛

盾が生じないよう「久喜市健康づく

り推進会議」と「久喜市食育推進会

議」を合併させ、庁内連絡会議委員

を交えた計画の進捗管理や計画の再

考をすべきである。 

 

久喜市健康づくり推進会議と久喜

市食育推進会議を一つにした久喜

市健康増進・食育推進会議を設置

する予定であり、2月定例会に議案

を上程しています。会議において

は、庁内推進会議委員の出席を求

め、連携を図っています。 

 

原案の修正 

Ｐ９２ ５行目 

審議会を久喜市

健康増進・食育推

進会議に修正 

５ Ｐ１３ 

死因別死亡割合（H26）と中年期の死

因別死亡割合が掲載されているが両

者の統計期間に整合性がない。なぜ、

中年期の死因を特記したのか。 

 

 

 

 

                 

Ｐ１６ 

農産物統計で、梨やいちご、水稲の

栽培面積を引用しているが、この３

品で食育を語るには限界がある。 

久喜市食料自給率（カロリー・生産

額）の推移に変えるべきで、学校給

食の地産地消統計（Ｐ７１）でも採

用すべきである。 

 

中年期では、がんによる死亡割合

が多い（約半分を占めている）こ

とを示すため、中年期の死因別死

亡割合を掲載しました。母数が少

なく、単年統計では誤差が生じな

いよう、5年間の統計を使用し、死

因別死亡割合については、直近の

単年度データを使用するのが一般

的です。 

                

現在の久喜市食育推進計画でも、

梨やいちご、水稲を紹介していま

す。久喜市の特徴的な農産物とし

て紹介しているものです。 

久喜市食料自給率（カロリー・生

産額）の統計はありません。 

地産地消の指標としては、学校給

食における久喜産農産物(米を含

まない)を使用する割合を、指標と

しています。 

 

原案どおり 

６ Ｐ２８ 

基本理念と基本方針、分野別の取り

組みについて、障がい者や要支援・

要介護者に対するものが欠落してい

る。これらの方々にも健康や食育を

適用すべき。 

 

この計画は全市民を対象としてお

り、障がい者や要支援・要介護者

等も含め、健康づくりや食育の基

本的な方針を考えています。Ｐ５

では、久喜市障がい者計画・障害

福祉計画や久喜市高齢者福祉計画

等と整合を図ることを表現してお

り、Ｐ３４身体活動・運動の施策

項目①では、「個に応じた」という

表現で、それぞれの状態に合った

取り組みをしていただくことを表

現しています。また、Ｐ５７歯・

口腔の健康のところでは、地域が

できること、行政ができることの

原案の修正 

Ｐ３２世代等の

考え方に、障がい

等の記述を加え

る。 

 



中に、障がい者や要介護者等を考

慮した取り組みとして、歯科医療

の通院が困難な方への在宅歯科医

療についてあげています。この計

画が、障がい者や要介護者等も含

めた全市民を対象としていること

をわかりやすく表現するような記

述を加えます。 

 

７ Ｐ６５ 心疾患・脳血管疾患・ＣＯ

ＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）・糖尿病・

ＣＫＤ（慢性腎臓病）の取り組みの、

地域ができることのところで、医師

会の先生方にも「とねっと」にぜひ

参加していただけるようお願いして

ほしい。「とねっと」に登録している

が、かかりつけの医療機関が参加し

ていないので残念。 

「とねっと」を活用していただけ

るよう、内容を追加します。 

原案の修正 

Ｐ６５地域がで

きることの中に 

「とねっと」シス

テム活用の文言

を加える。 

８ Ｐ６５ 

薬の飲み残しがとても問題だと思い

ます。健康管理の取り組みの中で、

かかりつけ薬剤師を活用するような

取り組みを加えてほしいです。 

 

 

かかりつけ薬剤師の啓発も重要な

ことと考えます。取り組みに加え

ます。 

 

原案の修正 

Ｐ６５地域がで

きることの中に

薬剤師会の取り

組みを加える。 

９ 

10 

Ｐ４１の休養・こころの健康の取り

組みの行政ができることの中で、「認

知症の相談」があげられているが、

「若年性認知症」や「高次脳機能障

がい」についてもきちんと表現し、

当事者や家族が相談できる体制にし

ていくことを盛り込んで欲しい。 

 

若年性認知症、高次脳機能障がい

の表記を追加します。 

原案の修正 

Ｐ４１若年性認

知症、高次脳機能

障がいの表記を

追加する。 

11 Ｐ４４の図２２にて、３合より多い

飲酒（２０歳以上）は男性７．０％、

女性２．８％とあるが、Ｐ２１表８

の１２番目の指標の３合を超える飲

酒する市民の平成２７年度の調査結

果の男性４．９％、女性１．１％と

結果が異なる。どちらか間違ってい

るのではないか。 

 

Ｐ４４の図２２は、「アルコールを

飲むと答えた人」の中で、どれく

らいの量を飲むかをまとめたもの

で、飲まない人は母数に含まれて

いません。Ｐ２１の調査結果は、

アルコールを飲まない人も含め

て、３合以上飲む人の割合を出し

ているため、割合が違っています。 

誤解がないよう、Ｐ４４図２２の

グラフタイトルをわかりやすく変

原案の修正 

Ｐ４４図２２の

グラフタイトル

を修正 



更します。 

 

12 Ｐ３７ 

桜田運動公園テニスコートを高齢者

にも体にやさしいオムニコートに変

更してください。 

 

 

 

ご意見を担当課に伝えます。 原案どおり 

13 Ｐ５８ 

３．生活習慣病の発症予防と重症化

予防（１）がんに「女性のがん対策

の充実」とあります。現在、乳がん

検診は授乳中の方は対象外となって

いますが、技術的には可能かと思い

ますので対象にしていただければと

思いました。（マンモグラフィではな

くエコーで実施するなど） 

 

ご意見を担当課に伝えます。 原案どおり 

14 Ｐ４７ 

たばこは健康破壊の要因になってい

ることをあらゆる機会に周知・対策

徹底を図る必要があります。非燃焼

の過熱式たばこ等の新型たばこやた

ばこ煙付着物の発散による健康影響

も問題となっています。公共施設や

関係機関等の敷地内又は屋内全面禁

煙の周知徹底・要請をお願いします。

禁煙治療の保険適用施設が増えるよ

うな取り組みをお願いします。 

 

受動喫煙防止対策や禁煙サポート

についての取り組みは大変重要な

ことです。たばこが健康に及ぼす

影響についてあらゆる機会で周知

し、受動喫煙防止対策や禁煙に向

けた取り組みを推進していきま

す。具体的な取り組みについては、

関係機関と連携を図りながら実施

していきます。 

原案どおり 

15 すばらしい計画（案）だと思います。

具体的にどのように展開するのでし

ょうか。 

分野ごとに、自分、家族、地域、

行政ができる取り組みの例をあげ

ました。計画の周知に努めるとと

もに、連携を図りながら推進して

いきます。 

 

原案のとおり 

 

 


